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能代山本広域市町村圏組合議会会議録（臨時会） 
 
 

 令和５年１２月２１日（木曜日）午後２時 
 
 

     出席議員（１６名） 

   １番  渡 邊 正 人        ２番  堺 谷 直 樹  

   ３番  小 森 久 博        ４番  安 井 和 則  

   ５番  畠   貞一郎        ６番  安 岡 明 雄  

   ７番  安 井 英 章        ８番  須 藤 正 人  

   ９番  皆 川 鉄 也       １０番  伊 藤 千 作  

  １１番  鍋 谷   暁       １２番  落 合 範 良  

  １３番  高 橋   満       １４番  伊 藤 孝 年  

  １５番  芦 崎 達 美       １６番  加 藤 彦次郎  
 
 

     欠席議員（なし） 
 
 

     地方自治法第１２１条による説明のための出席者 

    理事会代表理事           齊 藤 滋 宣  

                      堀 内 満 也  

    理 事           佐々木 文 明  

    理 事           田 川 政 幸  
 
 

     職務のために議場に出席した職員職氏名 

    事 務 局 長          鈴 木 浩 文  

    事 務 局 主 幹          菊 池 和 臣  

    事 務 局 次 長          西 村 康 徳  

    総 務 企 画 課 参 事          進 藤   香  

    環 境 衛 生 課 長          佐 藤 栄 一  

    総務企画課長補佐          藤 田 浩 明  

    環境衛生課長補佐          菊 谷   明  

    消 防 本 部 消 防 長          泉   政 樹  

    消防本部消防次長          伊 藤   均  

    消防本部総務課長          杉 谷 和 彦  

    二 ツ 井 消 防 署 長          小山内   寿  

    三 種 消 防 署 長          田 村 俊 英  

    八 峰 消 防 署 長          藤 田 信 義  
 

理事会代表理事 
職 務 代 理 者       
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   議事日程第１号 

令和５年１２月２１日（木曜日）  午後２時 開会 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 

日程第４ 議案第２１号 一般職の職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員

の採用等に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第５ 議案第２２号 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例等の一

部改正について 

日程第６ 議案第２３号 令和５年度能代山本広域市町村圏組合一般会計補正予算

（第３号） 

日程第７ 議案第２４号 令和５年度能代山本広域市町村圏組合特別養護老人ホーム

運営事業特別会計補正予算（第２号） 
 
 

   本日の会議に付された事件 

    議事日程第４号ののとおり 
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     午後 ２時００分 開会 
 
 

◎議長（安井和則君） ただいまより能代山本広域市町村圏組合議会臨時会を開会い

たします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の出席議員は１６名であります。 

 本日の議事日程は、日程表第４号のとおり定めました。 

 あらかじめ申し上げますが、新型コロナウイルス感染症防止策として、換気等にお

いて通常と異なる対応をとっておりますので、御理解くださるようお願いいたしま

す。 
 
 

     日程第１ 会議録署名議員の指名 

◎議長（安井和則君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第４８条の規定により、７番安井英章さん、８番須藤

正人さんを指名いたします。 
 
 

     日程第２ 会期の決定 

◎議長（安井和則君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本臨時会の会期は本日１日といたしたいと思います。これに御

異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

◎議長（安井和則君） 御異議なしと認めます。よって、会期は１日と決定いたしま

した。 
 
 

     日程第３ 諸般の報告 

◎議長（安井和則君） 日程第３、諸般の報告はお手元に配付したとおりでありま

す。 

 この際、理事会代表理事より発言を求められております。よって発言を許します。

理事会代表理事。 

     （代表理事 齊藤滋宣君 登壇） 

◎代表理事（齊藤滋宣君） 能代山本広域市町村圏組合議会臨時会の開会にあたり、

提出議案の説明に先立ち、その後の事務事業の状況等について御報告いたします。 

 初めに、一般廃棄物処理施設整備事業についてでありますが、現在、地下部分の柱

基礎等の鉄筋工事とコンクリート打設工事を進めており、１１月末時点の全体進捗率

は約９．０％となっております。 

 また、建設資材の価格高騰等に伴う契約金額の変更協議については、建設ＪＶから

提出された設計書の内容について、国や県に助言を頂きながら確認作業を続けている

ところであります。 

 次に、「消防職員定員適正化計画」及び「消防庁舎適正配置・長寿命化計画」の素
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案についてでありますが、パブリックコメントを実施するとともに西消防出張所廃止

計画に伴う住民説明会を開催しておりますので、その結果について本臨時会終了後の

全員協議会で御報告させていただきます。 

 次に、本年１月から１１月末日現在までの当圏域における火災発生件数及び救急出

場件数について申し上げます。 

 火災発生件数は２７件で、昨年と比較して４件の増、市町別では、能代市２０件、

藤里町１件、三種町３件、八峰町３件となっております。火災種別では、建物火災２

０件、車両火災３件、その他火災４件で、亡くなられた方は４名となっております。 

 救急出場件数は３，５２１件で、昨年と比較して１１５件の増、市町別では、能代

市２，４３６件、藤里町１３９件、三種町６６３件、八峰町２７３件となっておりま

す。事故種別では、急病が２，５２３件で最も多く、次いで一般負傷が４４５件と

なっております。 

 次に、本日提案しております議案の概要について御説明いたします。 

 議案第２１号 一般職の職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等

に関する条例の一部改正は、職員の期末手当及び勤勉手当の支給割合並びに給料月額

を改定しようとするものであります。 

 議案第２２号 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例等の一部改正

は、地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員に勤勉手当を支給しようとする

ものであります。 

 議案第２３号 令和５年度一般会計補正予算案で、歳入歳出それぞれ３４５０万８

０００円を減額し、補正後の総額を３９億２９７万１０００円とするものでありま

す。 

 歳入は、歳出の減額による分担金及び負担金の減額で、歳出は給与改定及び職員と

異動等に伴う人件費の整理と燃料費、光熱水費の追加のほか、予備費の減額等であり

ます。 

 議案第２４号は、令和５年度特別養護老人ホーム運営事業特別会計補正予算案で、

歳入歳出それぞれ７３４万８０００円を減額し、補正後の総額を６億３４９０万９０

００円とするものであります。 

 歳入は、歳出の減額による基金繰入金の減額で、歳出は、給与改定及び職員の異動

等に伴う人件費の整理のほか、燃料費の追加等であります。 

 以上、よろしく御審議の上、適切な御決定を賜りますようお願い申し上げます。 

◎議長（安井和則君） この際、暫時休憩いたします。 

     午後 ２時６分 休憩 
 
 

     午後 ２時７分 再開 

◎議長（安井和則君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
 
 

     日程第４ 議案第２１号一般職の職員の給与に関する条例及び一般職の任

期付職員の採用等に関する条例の一部改正について 
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◎議長（安井和則君） 日程第４、議案第２１号一般職の職員の給与に関する条例及

び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正についてを議題といたしま

す。 

 当局の説明を求めます。事務局長。 

     （事務局長 鈴木浩文君 登壇） 

◎事務局長（鈴木浩文君） 議案第２１号 一般職の職員の給与に関する条例及び一

般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について説明いたします。 

 本案は、職員の期末手当及び勤勉手当の支給割合並びに給料月額を改定しようとす

るものです。 

 主な改正内容を説明いたします。 

 第１条は、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正、令和５年度１２月期の職

員の期末手当の支給割合を０．０５月分、勤勉手当の支給割合を０．１月分、それぞ

れ引き上げるとともに、若年層に重点を置き、給料表の水準を１％程度引き上げるも

のです。 

 第２条は、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正、令和６年度以降の期末手

当及び勤勉手当の支給割合について、６月期及び１２月期を均等に整理するもので

す。 

 第３条は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正、令和５年度１２

月期の期末手当の支給割合を引き上げるとともに、給料月額を改定するものです。 

 第４条は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正、令和６年度以降

の期末手当の支給割合について、６月期及び１２月期を均等に整理するものでありま

す。 

 附則において、この条例は公布の日から施行し、ただし、第２条及び第４条の規定

は、令和６年４月１日から施行するとしております。 

 また、第２項において、給料月額の改定は令和５年４月１日から、期末手当及び勤

勉手当の支給割合の改定は令和５年１２月１日から、それぞれ適用するとしておりま

す。 

 なお、本条例改正による影響額についてでありますが、一般会計で３６８７万７０

００円、特別養護老人ホーム特別会計で８１５万１０００円、合わせますと４５０２

万８０００円となっております。 

 以上、よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 

◎議長（安井和則君） これより質疑を行います。（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。本案は原案どおり決することに御異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

◎議長（安井和則君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり決しまし

た。 
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     日程第５ 議案第２２号会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例等の一部改正について 

◎議長（安井和則君） 日程第５、議案第２２号会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する条例等の一部改正についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。事務局長。 

     （事務局長 鈴木浩文君 登壇） 

◎事務局長（鈴木浩文君） 議案第２２号会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関

する条例等の一部改正について説明いたします。 

 本案は、地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員に勤勉手当を支給しよう

とするものです。 

 主な改正内容を説明いたします。 

 第１条は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正、会計年

度任用職員に勤勉手当を支給するものです。 

 第２条は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部

改正で、単純な労務に雇用される会計年度任用職員に勤勉手当を支給するものです。 

 第３条は、職員の育児休業等に関する条例の一部改正で、育児休業をしている会計

年度任用職員のうち、基準を満たす職員に勤勉手当を支給するものです。 

 附則において、この条例は令和６年４月１日から施行するとしております。 

 以上、よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 

◎議長（安井和則君） 質疑を行います。（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。本案は原案どおり決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

◎議長（安井和則君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり決しまし

た。 
 
 

     日程第６ 議案第２３号令和５年度能代山本広域市町村圏組合一般会計補

正予算（第３号）について 

◎議長（安井和則君） 日程第６、議案第２３号令和５年度能代山本広域市町村圏組

合一般会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。事務局長。 

     （事務局長 鈴木浩文君 登壇） 

◎事務局長（鈴木浩文君） 議案第２３号令和５年度能代山本広域市町村圏組合一般

会計補正予算（第３号）について説明いたします。 

 条文の第１条は、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ３４５０万８０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３９億２

９７万１０００円と定めております。 
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 また、第２項において、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によるとしております。 

 補正予算の内容について、事項別明細書により説明します。 

 歳入でありますが、１款分担金及び負担金１項負担金は３４５０万８０００円の減

額で、その内訳は、１目事務費負担金１４３万７０００円、２目民生費負担金４６０

万５０００円、３目衛生費負担金１１万３０００円、４目消防費負担金２２０７万４

０００円、５目教育費負担金６２７万９０００円の、それぞれの減で、人件費の整理

に伴うものであります。 

 歳出であります。 

 ２款総務費１項総務管理費は１２７万円の減額で、職員人件費と会計年度任用職員

報酬等の整理です。 

 ３款民生費１項社会福祉費は１３万円減の減額で、１目高齢者交流センター運営費

が３０１万２０００円の追加で、主なものは、職員人件費と会計年度任用職員報酬等

の整理、石油単価値上げによる需用費の増です。 

 ２目介護認定審査会運営費が３１４万２０００円の減額で、職員人件費と会計年度

任用職員報酬等の整理です。 

 ４款衛生費２項清掃費は４４２万３０００円の追加で、１目衛生総務費が１６１万

円の追加で、職員人件費と会計年度任用職員報酬の整理、２目南部清掃工場運営費が

１３８万２０００円の追加で、職員人件費と会計年度任用職員報酬等の整理、３目北

部粗大ごみ処理工場運営費が１１６万７０００円の追加で、職員人件費と会計年度任

用職員報酬等の整理、５目一般廃棄物処理施設整備事業費が２６万４０００円の追加

で、職員人件費の整理です。 

 ５款消防費１項消防費は３７３万１０００円の追加で、１目本部費が９０１万５０

００円の減額で、職員人件費の整理、２目署費が１２７４万６０００円の追加で、職

員人件費の整理のほか、石油燃料単価値上げによる需用費の増及び向能代出張所浄化

槽設置工事費の計上です。 

 ６款教育費１項社会教育費は１３８万２０００円の追加、職員人件費と会計年度任

用職員報酬等の整理のほか、石油燃料単価値上げによる需用費の増等です。 

 ２項保健体育費は７５万４０００円の減額で、職員人件費と会計年度任用職員報酬

等の整理のほか、石油燃料引上げ等による需用費の増、雨水貯留槽清掃業務委託料の

経費です。 

 ８款予備費１項予備費は４１８９万円の減額です。 

 なお、１０ページから１４ページ、補正予算給与費明細書を記載しております。 

 以上、よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 

◎議長（安井和則君） 質疑を行います。５番畠貞一郎さん。 

◎５番（畠貞一郎君） ちょっとお伺いいたしますけれども、例えば高齢者交流セン

ター運営費で、報酬が１８３万６０００円で会計年度任用職員の報酬等１０人となっ

ていて、その下の給与の部分が１０人でマイナス１７５万２０００円と、この部分と

いうのはどういうふうな形になっているのかどうか。 

 あわせて、ほかの方もそうですけども、例えば衛生費でも衛生事務費で報酬が会計
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年度任用職員１名で、今度、給与の方がマイナスになってて会計年度任用職員１名

と、この辺の部分、どのような絡みになっているのか、ほかも同じような部分が多数

あるんですけれども、その辺をお知らせ願いたいと思います。 

 あと、同じく消防費の中で給料が職員３３人分でマイナス７１３万４０００円、３

３人という部分になってて、下の署費の部分で給料が１８３人分で４７１万６０００

円の減額で、職員手当が１４６１万２０００円の増という部分なんですけども、その

辺の部分はどのようになっているのか御説明いただきたいなというふうに思います。 

 あと３点目、スポーツリゾートセンターのアリナスの部分ですけれども、今回、委

託料ということで談話室等床下雨水貯留槽清掃業務委託料という部分がありますが、

私もアリナスにたまたま行くことあるんですけども、あそこ多分談話室じゃないかな

と思うんですけども、あそこ一時使われなくなったんですけども、アリナス自体がそ

れで何か床下で浸水したとか何とかという話も伺ったんですけども、大分経年劣化し

て傷んでいる部分が相当あるんじゃないかなと思いますが、その今の状況をお知らせ

願えればというふうに思います。 

 以上です。 

◎議長（安井和則君） 事務局長。 

     （事務局長 鈴木浩文君 登壇） 

◎事務局長（鈴木浩文君） ただいまの御質問に順次お答えいたします。 

 初めに、入替えのあった会計年度任用職員の報酬と、それから人件費の記載であり

ますけれども、会計年度任用職員の給料分につきましては報酬、共済費につきまして

は人件費という整理をさせていただいております。 

 次に、消防費における人件費についてでありますけれども、給与改定及び人事異動

の経過を積み上げた結果として、こうした金額が積算されたということであります。 

 次に、スポーツリゾートセンターの雨水貯留槽の件でありますけれども、議員が

おっしゃったことと同様と思いますけれども、今年の１０月の大雨の際、雨水貯留槽

から水が漏れたということで、談話室及び館長室の浸水がありました。そのため、

カーペットを剥がし、消毒作業をし、カーペットの張り替えをするものであります。

こうした貯留槽が複数あることで、危険性といいますか、再発の可能性があることか

ら、そこの部分の修繕を今回行いたいと考えております。 

 以上でございます。 

◎議長（安井和則君） 畠貞一郎さん。 

◎５番（畠貞一郎君） １点だけ、スポーツリゾートセンターのアリナスの部分です

けれども、非常にこういった事故があったということなんでしょうけども、ほかにア

リナスの場合は大分年数も経ってますし、水道から含めてですね、いろいろ経年劣化

している部分があるんじゃないかなと思いますけども、その辺の調査というのは行っ

ているものなのでしょうか。 

◎議長（安井和則君） 事務局長。 

     （事務局長 鈴木浩文君 登壇） 

◎事務局長（鈴木浩文君） お答えいたします。 

 今、質問にあったとおり、かなり年数が経っており、雨漏り等恒常的に起こってい
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る状況でございます。ただ、アリナスに関しましては、県の施設でありますので１０

０万円以上の大規模修繕につきましては、県において実施する。その他の小破修繕は

当組合で実施することになっておりますけれども、その修繕箇所等につきましては、

常に県と情報交換しながら適切な対応をされるよう要望しているところであります。 

 以上です。 

◎議長（安井和則君） 他に質疑ありませんか。（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 討論を行います。（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 この際、採決の前に申し上げます。本案は組合規約第７条の２に規定する粗大ごみ

処理施設に関係する３市町から選出されている議員の出席の過半数の賛成を含む出席

議員の過半数で決する特別決議事件であります。 

 それでは、これより採決いたします。本案は原案どおり決することに御異議ありま

せんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

◎議長（安井和則君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり決しまし

た。 
 
 

     日程第７ 議案第２４号 令和５年度能代山本広域市町村圏組合特別養護

老人ホーム運営事業特別会計補正予算（第２号）について 

◎議長（安井和則君） 日程第７、議案第２４号令和５年度能代山本広域市町村圏組

合特別養護老人ホーム運営事業特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。事務局長。 

     （事務局長 鈴木浩文君 登壇） 

◎事務局長（鈴木浩文君） 議案第２４号令和５年度能代山本広域市町村圏組合特別

養護老人ホーム運営事業特別会計補正予算（第２号）について説明いたします。 

 条文第１条は、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

７３４万８０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億３４９０

万９０００円と定めております。 

 また、第２項において、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によるとしております。 

 補正予算の内容は、事項別明細書にて説明します。 

 歳入でありますが、４款繰入金１項繰入金は７３４万８０００円の減額で、特別養

護老人ホーム運営基金繰入金です。 

 歳出でありますが、１款民生費１項社会福祉費は７３４万８０００円の減額、職員

人件費と会計年度任用職員の報酬等の整理のほか、石油燃料単価値上げによる需用費

の増であります。 

 なお、１８ページから２２ページ、補正予算給与費明細書を記載しております。 

 以上、よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 

◎議長（安井和則君） 質疑を行います。（「なし」の声あり） 
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 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。本案は原案どおり決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

◎議長（安井和則君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり決しまし

た。 
 
 

◎議長（安井和則君） この際、暫時休憩いたします。 

     午後 ２時２７分 休憩 
 
 

     午後 ２時２８分 再開 

◎議長（安井和則君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
 
 

◎議長（安井和則君） 本臨時会は、提出議案の全部を議了いたしましたが、この

際、理事会代表理事の行政報告に対する質疑がありますので、これを許可いたしま

す。５番畠貞一郎さん。 

◎５番（畠貞一郎君） 代表理事の報告によりますと、一般廃棄物処理施設整備事業

ですが、９％の進捗率ということでございます。また、建設資材の価格高騰等に伴う

契約金額の変更業務については、建設ＪＶから提出された設計書の内容について国や

県に助言をいただきながら確認作業を続けているということでございますけれども、

まず、建設資材の価格高騰というのは、いろいろ国際情勢も大きく影響するだろうと

いうふうに思いますけれども、もう一つが今、働き方改革の中で建設業者が２４年

度、来年度から働き方改革がかなり厳しい部分が出てくるんじゃないかなというふう

に予想されるんですけども、そういう影響はどうなのかどうかという部分が一点、そ

れとあわせて、契約金額の変更の協議を国・県と行っていますが、いつぐらいで大体

めどがつくのかどうか、それによって各能代市ほか町村にどういう影響が考えられる

のかどうか、その辺についてお尋ねいたしたいと思います。 

 もう一つが、救急出場件数ですけども、３，５２１件ということで、昨年に比較し

て１１５件増ということなんですけども、この要因というのは、１年前、２年前は、

まずコロナ禍の中で非常に受入れも非常に難しい部分もあったのかもしれませんけど

も、それが一時的に５類に分類されて、今、救急搬送も割とやりやすいと言ったらい

いですか、そういう状況になっていて増加しているのかどうか、またあわせて、急病

が２，５２３件ということで最も多いということなんですけども、この搬送先という

のは組合病院だとか医師会病院とか、いろんな病院があろうかと思いますが、圏域以

外のところに搬送している例というのはどれぐらいあるのかどうかお知らせ願いたい

と思います。 

◎議長（安井和則君） 事務局長。 

     （事務局長 鈴木浩文君 登壇） 
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◎事務局長（鈴木浩文君） お答えいたします。 

 まず、一般廃棄物処理施設整備事業に関する質問についてお答えいたします。 

 人材確保等の点についてでありますけれども、現在、工事の進捗率は９％となって

おりまして、来年度、再来年度にいよいよ本格的に建築の方に着手されることになり

ます。そうした中で非常に労務単価の乖離があり、確保が困難だというふうに伺って

おりますけれども、工事に支障がないように、しっかりと進捗されるよう事業者と話

し合っているところでございます。 

 なお、協議がいつ頃整うのかという点でありますけれども、現在、そうした実勢単

価と物価等の乖離について適正な積算がなされているのかどうか、それと財源となり

ます循環型社会形成推進交付金の制度と適合しているかどうかも含めて検討している

ところであります。このため、国や県に御教示いただきながらその内容を深堀してい

るところであり、次回の議会には継続費補正並びに契約変更の議案が提出するとい

う、現在のところはそのように考えております。 

 以上であります。 

◎議長（安井和則君） 事務局長。 

     （事務局長 鈴木浩文君 登壇） 

◎事務局長（鈴木浩文君） もう一点、構成市町との協議についてでありますけれど

も、金額が定まっていない状況ではありますが、おおむねの金額について逐次情報交

換しながら予算措置を適正に双方行うように努めてまいりたいと、このように考えて

おります。 

 以上です。 

◎議長（安井和則君） 消防長。 

     （消防長 泉政樹君 登壇） 

◎消防長（泉政樹君） 畠議員のご質問にお答えいたします。 

 救急出動が大分増えてきているということで、このようなことが続きますと大変

困ったことだなとは思っているところであります。 

 今年の救急出動の増でありますけれども、１月から３月まではやはりコロナ患者が

また搬送されております。そして、７月・８月の熱中症関係、これが今年は１１５件

の出動件数がありました。例年３０件前後で出動していますけれども、３．３倍から

４倍くらいの出動件数でありました。これが今年度の主な要因でございます。 

 それから、搬送先病院でありますけれども、１１月３０日現在で３，０８４人の患

者さん、傷病者を搬送しております。３病院、能代厚生医療センター、能代山本医師

会病院、それからジェイコー秋田病院、これが主に多いわけですけれども、その中で

も特に能代厚生医療センターへ一番多い２，２０８人の患者を搬送しております。 

 圏外への搬送でございますけれども、１５３人の方を搬送しております。搬送先

は、秋田大学病院、秋田県立循環器・脳脊髄センター、秋田赤十字病院、それから中

通総合病院、秋田厚生医療センター、そのほかには北秋田市民病院や大館市立総合病

院等があります。搬送先病院については以上でございます。 

◎議長（安井和則君） これをもって質疑を終結いたします。 

 本臨時会は、これをもって閉会いたします。 
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     午後 ２時３６分 閉会 
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